
対象外 給付金対象

扶養されている 扶養されていない

例４

例７

例６

通信制又は専攻科に通う高校生等がいる場合

例２

高校生等が２人以上いる場合

例３

高校生等以外に，15歳（中学生を除く）23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合

例５

高校生等が双子の場合

例１

高校生等が１人の場合

支給パターン例（世帯構成別）

対象外

中学生以下 高校生等（公立高校生，国立高専１～３年生，専攻科）
２３歳未満

第１子

第１子

第１子

通信制・専攻科

国公立 117,100円

国公立 50,500円

国公立 50,500円

第２子以降 第１子

第２子以降

第２子以降第２子以降

国公立 143,700円

国公立 143,700円

国公立 143,700円 国公立 143,700円

国公立 143,700円

通信制・専攻科以外

（第２子以降）

国公立 143,700円

通信制・専攻科以外

（第２子以降）

中学生以下の子の

有無は関係しません

給付金の対象にはならないが，

子の数としては算入します

扶養されていない子は，

子の数として算入しません

（支給なし）

（支給なし）

第２子以降 第１子

国公立 117,100円国公立 143,700円

・兄（姉）を第１子，弟（妹）を

第２子以降としてそれぞれ申請書を

提出してください

・双子に23歳未満の扶養されている

兄・姉がいる場合は，例４と同じ

国公立 117,100円

通信制・専攻科

高校生等以外に，15歳（中

学生を除く）以上23歳未満

の扶養されている兄弟姉妹

は，学生や無職，特別支援

学校に在籍している兄弟姉

妹が対象。

〈生活保護（生業扶助）受給世帯〉

例１～７の区分にかかわらず，

一律，高校生等１人当たり

32,300円を支給します。

（※専攻科は除く。）


